
令和３年６月１７日時点 

 

仙台市中小企業チャレンジ補助金よくあるお問い合わせ（ＦＡＱ） 

 

◆制度概要について 

Ｑ１．どんな制度ですか？ 

 

Ａ．新型コロナウイルス感染症による社会の変化に適応するため、チャレンジ

事業（新たな商品やサービスの開発、新分野展開などに前向きに挑戦する事

業）を行う市内の事業者のうち、他事業者へのロールモデルとなり得るよう

な優れた取り組みについて、補助金を支給する制度です。 

 

 

Ｑ２．どんな事業者が対象ですか？ 

 

Ａ．対象者は以下（１）のとおりです。このうち、以下（２）の対象要件を全

て満たす事業者が対象です。 

 （１）対象者 

  ①中小企業者等 

・市内に本店または主たる事務所の登記を行っていること 

・資本金の額等が１０億円未満（定められていない場合は、常勤の従業

員数２千人以下）の法人 

②個人事業者 

・市内に住民登録があることまたは市内に施設を所有・賃借し、当該施

設で事業を行っていること 

 

 （２）対象要件 

  ①令和３年１月から同年６月までのうち、任意の１カ月の売上高が、その

前年または前々年における同一月の売上高と比較して１０％以上減少して

いること 

②以下の要件のいずれかに該当する事業（チャレンジ事業）であること 

ア 新型コロナウイルス感染症の流行による社会の変化に適応するため、 

新たな製品や商品、もしくはサービスを提供すること 

イ 新型コロナウイルス感染症の流行による社会の変化に適応するた 

め、製品または商品もしくはサービスの製造方法または提供方法を変更 

すること 



③採択された場合、定期的に本市関係機関等における進捗状況の確認お 

よび伴走型の支援を受けること。また、事業の実施内容をロールモデル 

として公表することに同意すること 

   ④同じ事業について、他の補助金等の交付決定を受けていないこと 

 

 

Ｑ３．補助金支給額はいくらですか？ 

 

Ａ．一事業者あたり上限３００万円（補助率２／３もしくは３／４） 

＜補助率＞ 

・「上記Ｑ２（２）対象要件①」の売り上げ減少割合が、３０％以上の場合

は、補助対象経費総額の３／４が上限 

・売り上げ減少割合が、１０％以上３０％未満の場合は、補助対象経費総額の

２／３が上限 

 

 

Ｑ４．チャレンジ事業の補助対象経費にかかる事業はいつまでに完了させる

必要がありますか。 

 

Ａ．令和４年３月中旬までに、実績報告を提出いただきますので、報告書提出

までに事業を完了させてください。 

 

 

◆補助対象経費について 

Ｑ５．モール型 ECサイト（楽天市場や Yahoo!ショッピング等）への出展料

は補助対象となりますか。 

 

Ａ．対象です。 

 

 

Ｑ６．キッチンカーの購入や改修費用は対象となりますか。  

 

Ａ．対象です。 

 

 

 



◆申請について 

Ｑ７．申請期間はいつですか？先着順で交付が決まっていきますか？ 

 

Ａ．申請期間は、令和３年６月８日（火）～７月７日（水）です。先着順では

なく、７月中旬に専門家等に向けたプレゼンテーションを行っていただき、

その内容によって、採択事業者を決定します。 

 

 

◆その他 

Ｑ８．すでに国の補助金が交付決定され、事業を開始していますが対象にな

りますか？ 

 

Ａ．同一の事業（支出）について、他の補助金等の交付決定を受けている場合

は、対象となりません。ただし、過去に他の補助金等の交付決定を受けて

いる場合であっても、今回別の事業の申請であれば、対象となります。 

 

 

Ｑ９．経済産業省で実施している事業再構築補助金に申請していますが、チ

ャレンジ補助金も申請できますか？ 

 

Ａ．＜同一事業の申請の場合＞ 

他の補助金等の申請を提出されている場合でも、本補助金を申請いただくこ

とは可能です。ただし、同一の事業（支出）について、他の補助金等を充て

ることはできないため、チャレンジ補助金とは別の補助金等の交付が決定さ

れた場合、至急ご連絡ください。 

 

＜異なる事業での申請の場合＞ 

どちらも申請いただいて構いません。 

 

 

Ｑ１０．補助金の交付を受けられるのは、何事業者ですか？ 

 

Ａ．予算総額の２，４００万円の範囲内で、最大２０者程度を予定していま

す。 

 

 



Ｑ１１．申請前の事前相談は可能ですか？ 

 

Ａ．任意の事前相談を、以下で受け付けています。必要に応じてご利用くださ

い。 

＜事前相談の申し込み先＞ 

 ・仙台市経済局地域産業支援課 地域経済再生担当 

電話：０２２－２１４－３１５２ （平日８：３０～１７：００） 

Eメール：kei008040@city.sendai.jp 

    

 ・公益財団法人仙台市産業振興事業団（仙台市中小企業応援窓口） 

  電話：０２２－７２４－１１２２ （平日９：００～１７：００） 

  

※事前相談の有無を理由として、採択の審査において、有利・不利に扱うこと

はありません。 

 

 

◆審査について 

Ｑ１２．プレゼンテーションはどのような形式で行いますか？ 

 

Ａ．応募多数の場合は、プレゼンテーションの前に、書類審査を行う場合があ

ります。書類審査を通過された場合、仙台市が選定する専門家等に対し、申

請時に提出いただく事業計画書をもとに申請者様ご自身でお話いただきま

す。 

プレゼンテーションの日時等を含め詳細は、書類審査を通過された方に、

改めてご案内させていただきます。 

 

 

 


